
 

富津市国民健康保険運営協議会会議録 

 

１ 会議の名称 
平成２４年度 

第２回富津市国民健康保険運営協議会 

２ 開催日時 
 平成２４年８月３日（金） 

   午後１時３０分～午後２時１０分 

３ 開催場所 ホテル千成 ３階会議室 

４ 審議等事項 

 

報告事項 

(1)平成２３年度富津市国民健康保険事業特別

会計決算見込について 

 

５ 出席者 

  

委員 

杦崎兆延 飛澤三郎 鮎川和子 高本建基 

平川惠敏 山嵜智子 髙梨良勝 福原敏夫 

永井庄一郎 松原和江 

   

事務局 

  佐久間清治 正司富夫 村上泰隆 島田 守

 藤嵜 勉  栗本聖子 吉田智一 

   

６ 公開又は非公開の別 公開 ・ 一部公開 ・ 非公開 

７ 非公開の理由 
 

 

８ 傍聴人数         ０人（定員２人） 

９ 所管課 
健康福祉部 国民健康保険課 国民健康保険係 

電話 ０４３９（８０）１２７１ 
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平成２４年度 第２回富津市国民健康保険運営協議会会議録 

 

 

１ 日時 平成２４年８月３日（金）   開会 午後１時３０分 

                    閉会 午後２時１０分 

 

２ 場所 ホテル千成 ３階会議室 

 

３ 出席委員 

    杦崎 兆延   （１号委員） 

    飛澤 三郎   （１号委員） 

    鮎川 和子   （１号委員） 

    高本 建基   （２号委員） 

平川 惠敏   （２号委員） 

山嵜 智子   （２号委員） 

   髙梨 良勝   （３号委員） 

   福原 敏夫   （３号委員） 

永井 庄一郎  （３号委員） 

松原 和江   （３号委員） 

 

４ 欠席委員 

    三枝 奈芳紀  （２号委員） 

 

５ 報告事項 

  （１）平成２３年度富津市国民健康保険事業特別会計決算見込について 

 

６ その他 

平成２４年度富津市国民健康保険運営協議会委員視察研修について 

 

７ 事務局職員 

  佐久間市長 正司健康福祉部長 村上納税課長 

島田国民健康保険課長 藤嵜国民健康保険係長 

栗本特定健診推進係長 吉田主任主事 
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会議を始めます前に、委員の皆様にご報告申し上げます。 

先月２４日、被保険者代表である渡辺早苗委員より、社会保険

加入のため委員を辞職したい旨のお話があり、承認いたしました

ので報告いたします。  

それでは、定刻となりました。本日欠席される旨ご連絡いただ

いている方を除いて、お集まりいただいております。 

それでは、ただ今より、平成２４年度第２回富津市国民健康保

険運営協議会を始めさせていただきます。お手許の次第により進

めさせていただきます。 

なお、富津市国民健康保険運営協議会の委員定数は、１２名で

ございます。本日、１０名の委員の方に出席いただいており、そ

の過半数を超えておりますので運営協議会は成立いたします。 

それでは、次第の２「会長あいさつ」でございます。髙梨会長

よりごあいさつをお願いします。 

 

皆さん、こんにちは。 

猛暑の中、大変お疲れのことと思いますがご出席いただきあり

がとうございます。本日は恒例の四市の研修会がございまして、

その前に富津市の会議を開催することになりました。日頃より国

民健康保険は全国的にも厳しい運営を見込まれていまして、これ

からもいろいろな問題が出てくるかと思いますが、皆さん方の協

力によりましてスムーズに市民の負託に応えられるように今後も

進めてまいりたいと思います。よろしくどうぞお願いします。 

 

ありがとうございました。 

続きまして、次第の３、佐久間市長よりごあいさつ申し上げま

す。 

 

本日は、公私ともにお忙しいなか、ご出席賜り誠にありがとう

ございます。 

 また、日頃より国民健康保険事業の運営に深いご理解とご協力

を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、国民健康保険制度は、急速な高齢化の進展や長引く経済

不況を受け、国保財政は極めて厳しい運営状況にあります。 

 こうした中で、都道府県の財政調整機能の強化と市町村国保財

政の共同事業拡大の円滑な推進等のため、平成２４年度から都道

府県調整交付金を給付費等の７％から９％に引き上げられること

となりました。これにより、地域の実情に応じて、市町村間の医

療費水準及び所得水準の不均衡の調整並びに地域の特別事情への

対応が図られ、療養給付費に係る国の定率負担は、３４％から３

２％に減るものの、全体では交付金が増額となる予定です。 

今後とも、国・県補助金の確保を図るとともに、医療費の適正

化に鋭意努力してまいる所存でございますので、委員の皆様方に

は引き続きご指導、ご協力を賜わりますようお願い申し上げます。

 また、本日の会議内容につきましては、報告事項として「平成
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２３年度富津市国民健康保険事業特別会計決算見込について」の

１件でございます。 

よろしく御審議賜りますようお願い申し上げまして開会のあい

さつといたします。よろしくお願いします。 

 

続きまして、議事でございます。富津市国民健康保険条例施行

規則第６条に「運営協議会の議長は会長とする。」と規定されてお

りますので、議事進行は、髙梨会長にお願いいたします。よろし

くお願いします。 

 

 それでは慣例に従いまして、議事の進行を務めさせていただき

ます。 

次第の４、報告事項 1 の「平成２３年度富津市国民健康保険事

業特別会計決算見込について」を事務局より説明をお願いします。

 

報告事項(１)の「平成２３年度富津市国民健康保険事業特別会

計決算見込」について、ご説明申し上げます。 

 ５月２３日に開催していただきました第１回運営協議会におい

て、４月末における平成２３年度決算見込を報告いたしましたが、

平成２３年度決算が調製され、７月１０日に監査委員の審査に付

されましたので、改めて報告させていただきます。 

 お手許にございます資料の２ページをご覧ください。表の１番

左に科目、その右の(ａ)列に３月補正後の平成２３年度予算現額、

その右の(ｂ)列に平成２３年度決算見込額、更に、その右に決算

見込額から予算現額の差引き額を記載し、そして、表の右半分に

科目ごとの説明を記載しています。 

 それでは、歳入について、科目ごとに決算見込額と予算現額を

比較しながらご説明申し上げます。 

 まず、国民健康保険税についてご説明申し上げます。表の中ほ

どよりやや上に国民健康保険税の計の行があり、その(ｂ)列に決

算見込額を記載しています。１９億２，５５７万２，６６６円の

決算見込額で、予算現額に対して２，４０９万２，６６６円の増

収です。これは、３月補正の時点で現年度分８６．２３％、滞納

繰越分１４．１０％と想定していた収納率が、現年度分８６．４

３％、滞納繰越分１５．８６％となり、現年度分、滞納繰越分と

も想定よりも上回ったことが主な要因でございます。 

 次に国庫支出金です。合計で１６億３１４万１，５３１円の決

算見込で、予算現額に対して９，４９８万５，５３１円の増額で

す。これは、④の療養給付費負担金の算定係数の変動と、⑦の調

整交付金のうち経営姿勢良好団体に交付される特別調整交付金、

いわゆる特々調の増加が主な要因でございます。 

 なお、療養給付費等負担金は、一般被保険者の保険給付費等の

３４％相当額が交付されるものですが、８ヶ月分の給付実績額と

４ヶ月分の給付見込額の合計額に補正係数を乗じて交付されてい

るため、平成２４年度においてその精算を行います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、⑤の特定健康診査等負担金、⑧の出産育児一時金補助金

及び⑨の高齢者医療制度円滑運営事業補助金についても、平成２

４年度において精算を行います。 

 次に⑩の災害臨時特例補助金です。この補助金は、東日本大震

災において被災した被保険者に対して、減免した国民健康保険税

及び一部負担金の１０分の８を国が交付するものです。１０万１

千円が決算見込です。 

 次に⑪の療養給付費等交付金です。この交付金は、退職被保険

者に係る保険給付費等の額から退職被保険者に係る国民健康保険

税を控除した額が社会保険診療報酬支払基金から交付されるもの

です。２億４，７０５万４，３４９円の決算見込みです。内訳と

しては、平成２３年度分の概算交付額２億３，３１４万７千円と

平成２２年度の精算追加交付額１，３９０万７，３４９円でござ

います。平成２３年度概算交付額は、翌平成２４年度に精算を行

います。 

 次に⑫の前期高齢者交付金です。高齢被保険者の偏在による医

療保険者間の財政調整を行う目的で社会保険診療報酬支払基金か

ら交付されるものです。１５億３，３２４万７６円の決算見込み

です。 

 内容は、平成２１年度の概算交付額が過少交付だったことによ

り、平成２３年度の概算交付額１４億９７１万２，７１６円に不

足額１億２，３５２万７，３６０円を加算したものでございます。

 また、この平成２３年度の概算交付金は、翌々年度の平成２５

年度に精算を行うこととなっています。 

 次に県支出金です。合計で３億３，１２７万９７７円の決算見

込で、予算現額に比べ２，７４３万９７７円の増収です。その保

険者の取組み状況によって交付される特別調整交付金の増収が主

な要因でございます。 

 次に共同事業交付金です。これは医療費の額が３０万円を超え

る場合の８万円を超える部分の額から、前期高齢者交付金相当額

を控除した額の５９％が、千葉県国民健康保険団体連合会で行っ

ている高額医療費支払いのための再保険事業である共同事業から

交付されるもので、予算現額に比べ４，４０８万８３２円増の７

億７，２１０万２，８３２円の決算見込みです。これは、対象医

療費の増加によるものでございます。 

 次に繰入金です。予算現額の５億４，６４４万３千円に対して、

５億３，３２５万２１７円の決算見込みです。物件費繰入金及び

出産育児一時金繰入金の減少が主な要因でございます。 

 次に繰越金です。平成 22 年度からの繰越金で１億３，６２４万

９，６７８円です。 

 次にその他の収入です。国民健康保険税の督促手数料及び延滞

金、不当利得や第三者行為求償による保険給付費の返納金、国民

健康保険団体連合会交付金などの収入で２，５８３万７，４８７

円の決算見込です。 

 以上の歳入の合計で、予算現額に対しまして２億１，５１３万



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８１３円増の７１億７７１万９，８１３円の決算見込みでござい

ます。 

 続きまして、歳出についてご説明申し上げます。３ページをご

覧ください。 

 まず、Ａの総務費です。これは国民健康保険を運営するための

事務費及び職員給与費で１億７，２４３万５，７０９円の決算見

込みです。この部分は、ほぼすべて一般会計から繰入れが行われ

ます。 

 次に保険給付費です。中ほどより下に保険給付費の計の行があ

ります。予算現額に対しまして５，７７１万９，４４６円減の４

４億３，６５７万１，５５４円の決算見込です。 

 これは、３月補正の時点で平成２３年１２月までの支払実績か

ら３．１６％と見込んだ被保険者 1 人当たり給付費の対前年度伸

び率が２．３７％だったことによるものです。 

 次にＧの後期高齢者支援金等は、後期高齢者医療制度を支援す

るため、後期高齢者医療の保険給付費の４０％相当額を社会保険

診療報酬支払基金へ拠出するもので７億８，１５１万８，０３５

円の決算見込となります。 

 内容は、平成２３年度の概算納付額８億４，３６３万９，２１

６円から平成２１年度の超過納付額６，２１１万２１６円を控除

したものです。また、この平成２３年度の概算納付額は、翌々年

度の平成２５年度に精算することとなります。 

 次にＨの前期高齢者納付金等は、高齢被保険者の偏在による医

療保険者間の財政調整を行う前期高齢者交付金の被保険者数割の

社会保険診療報酬支払基金への拠出金で、２３２万６９０円の決

算見込みです。これも、平成２１年度の精算分と平成２３年度の

概算納付分でございます。 

 次にⅠの老人保健拠出金は、平成２０年度に社会保険診療報酬

支払基金へ概算納付してあります拠出金の精算分で４万８，５１

３円の決算見込みです。 

 次にＪの介護納付金は、介護保険給付費の３０％相当額を医療

保険者として負担するために社会保険診療報酬支払基金へ拠出す

るもので、３億７，５４１万５，２８１円の決算見込みとなりま

す。 

 内容は、平成２３年度概算納付額３億８，４９７万２，８６４

円から、平成２１年度の超過納付額９５５万７，５８３円を控除

したものでございます。これも、平成２３年度の概算納付額は、

翌々年度の平成２５年度に精算を行うこととなります。 

 次にＫの共同事業拠出金については、国民健康保険団体連合会

で事業運営する医療費の額が３０万円を超える場合の高額療養費

の支払いのための再保険事業である共同事業に対する拠出金で、

千葉県全体では高額医療費が減少したことや対象医療費から控除

する前期高齢者交付金が増額したことなどから、予算現額に対し

て８，４０８万２，４８６円減の７億１，５９５万７，５１４円

の決算見込です。なお、拠出金の確定時期が２月中旬であったた
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め、３月補正には諮れず、決算見込額との差引きについては、マ

イナス８，４００万円となっております。 

 次にＬの保健事業費は、特定健康診査の事業費、短期人間ドッ

クの助成費用やレセプト点検などの費用で、予算現額に対して７

９８万１，２８４円減の７，０９４万２，７１６円の決算見込み

です。 

 次にＭのその他の支出につきましては、基金積立金、国民健康

保険税の過誤納還付金、国県支出金返還金などで、予算現額に対

しまして３２９万１，８８９円減の１億７，８６５万７，１１１

円の決算見込みです。 

 以上の歳出を合計しまして、６７億３，３８６万７，１２３円

の決算見込みとなり、歳入歳出差引きしますと、下の表にありま

すとおり、３億７，３８５万２，６９０円の剰余金が生ずること

となります。 

 なお、この剰余金は、療養給付費負担金など、平成２３年度に

おいて超過交付となった国及び県からの交付金の返還金、約７千

５００万円の財源に充てることとなります。 

 以上で、報告事項(１)の「平成２３年度富津市国民健康保険事

業特別会計決算見込について」の説明を終わります。 

 

報告が終わりましたが何かございますか。 

 

 歳入のほうで伺います。 

 国民健康保険税の収入が大幅に予算額より上がったということ

は、先ほどの説明では収納率が上がったということと、滞納分の

収納が上がったということの説明を受けました。滞納分の収納率

が上がったということは、職員の方が滞納している方に対して、

きちんと対応されていると思います。富津市では滞納しているた

めに差押えがされていますよね。その件数やどういう事例がある

のか教えていただきたい。 

 

 滞納の件ですけれども、滞納繰越分につきましては１５．９％

の徴収率で、前年と比べて１．９％の伸びです。滞納処分の実施

状況ですが、休日に実施した滞納整理に合わせて、滞納者の呼出

しを行い、納税指導相談を実施する等、滞納繰越分の徴収率を上

げています。 

差押え件数等でございますけれども、１億３，９００万円程で

ございます。そのうち、国保税につきましては６，９００万円で

す。換価ですと、全体が２３０件の２，７０６万円で、うち国民

健康保険税については１０３件の１，１２０万円で全体のうち国

民健康保険税の滞納処分の割合は４１％になります。 

滞納になりますと督促状を出し、また年３回の催告状を発送し

ております。また納税相談の実施し、それでも来庁または連絡の

来ない滞納者に対しましては最終的には財産調査をするなかで財

産がある場合には滞納処分をしております。国民健康保険税のみ
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ではなく市税全体の取り組みとなりますけれども、鋭意、納税相

談を実施するなかで執行しております。 

 

よろしいでしょうか。 

 

例年、滞納している人は多くなっているのでしょうか。あるい

は少なくなっているのでしょうか。差押えの推移を教えてくださ

い。 

 

滞納者の件数ですけれども、若干でありますが減ってきており

ます。 

滞納処分の関係ですけれども、差押えについては、平成２２年

度は１８８件、平成２３年度が２４０件でしたので増えておりま

す。差押え金額は、平成２２年度が１億４６０万円で、３，５４

０万円程増えています。うち国民健康保険税は、１４６件で６，

９２４万円が平成２３年度の実績になります。 

換価になりますと、件数は平成２２年度が７５件、平成２３年

度は１０３件です。換価金額は、平成２２年度が４４７万円で平

成２３年度が１，１２０万円ですので、６７３万円の増額となっ

ております。 

私共も取れるところは取る、取れない方については納税相談の

なかで納税交渉をしております。実際に財産のある方については

積極的に滞納処分に努めております。 

 

ほかにございますか。 

資格証の世帯はどれくらいありますか。 

 

７月１日現在で２４０世帯です。 

 

増えていますか。 

 

減っています。代わりに短期証交付世帯が増えています。 

一年間、全く支払い、または相談がない方は資格証を交付し、

何らかの形で接触し分納なり履行していただいている方に１ヶ月

また３ヶ月の保険証を交付しております。 

接触される方が前よりは増えてきていることにより、資格証の

件数が減って、短期証の件数が増えているところです。 

 

その１ヶ月また３ヶ月の交付基準はどうのようになっています

か。 

 

 分納の履行により滞納額が増えてしまう場合には１か月とし、

減る場合は３ヶ月としています。ケースバイケースでございます

けれども基本的にはそのように対応しております。 
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滞納に対する近隣の状況はどうですか。 

 君津市は専門職員がいると聞いてますが。 

 

富津市でも平成２３年度は県から派遣してもらうなど、またＯ

Ｂの方を雇用して徴収しています。 

 

 四市のなかで徴収率は良いほうか。 

 

 袖ヶ浦市に続いて２番目です。ほとんど差はないです。 

 

ほかにございますか。 

特々調の基準は変わりないか。 

 

今年度の詳細は出ていませんが、保健事業の目新しいものを毎

年実施しながら、また国から示されるものに対し、点数制になっ

ていますので率先して事務執行しています。県内で３分の 1 まで

が推薦されますので５４市町村ありますので１８市町村までとな

っております。平成２２年度までは、近隣の３市は交付を受けて

いません。 

 

 ほかになければ次にいきたいと思います。よろしいでしょうか。

 続いて、次第の５、その他でございます。事務局のほうから何

かありますか。 

 

 前回の会議で話のありました例年実施してございます委員の視

察研修でございますけれども、時期については例年どおり秋ごろ

を考えておりますが、バス、または相手方の市の都合もございま

すので、日程につきましては会長と事務局に一任いただきたいと

思います。 

 

 よろしいでしょうか。事務局と相談して決めさせていただきま

す。他にございますか。 

 

 国民健康保険の県単化が進められていると思いますが、具体的

にどういう状況にありますか。 

 

 さきほど市長のあいさつの中にもありましたが、療養給付費に

対して、国と県で５０％を負担しています。その５０％のうち、

４３％が国負担で、７％が県負担です。国負担の４３％のうち３

４％が療養給付費等負担金の定率負担で、９％が調整交付金です。

その９％のうち、普通調整交付金が７％、特別調整交付金が２％

となっていました。平成２４度から県の７％部分が今回９％にな

り、３４％の国の定率負担が３２％となりました。 

５月の国保主管課長会議の説明ですと、その２％が千葉県では

７０億円に相当するということです。その１％を定率で交付し、
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もう１％については所得あるいは医療水準の割合で振り分けたい

と県の説明です。富津市ですと所得水準が低いことがありますの

で、国の療養給付費等負担金は減りますけれども、合わせますと

今のものより増えるのではないかと推測しています。現在、県の

ほうで説明をして、調整しているところで、秋ごろには決まるの

ではないかと思います。いろいろな案が出ておりますが、どの案

をとっても富津市は交付金が増える状況です。 

 

ほかにございますか。なければ以上で協議会を終了いたします。

 

（午後２時１０分閉会宣言） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 上記のとおり会議の経過を記載し、事実と相違ないことと証するためにこ
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議事録署名人  髙梨 良勝 


